
   

26 日獣発第 237 号 

平成 26 年 12 月 2 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う 
農業災害補償法関係通知の整備について 

 

このことについて、平成 26 年 11 月 18 日付け 26 経営第 1945 号をも

って、農林水産省経営局長から別添のとおり通知がありました。貴会関

係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、薬事法等の一部を改正する法律(平成 25 年法律第

84 号)が平成 26 年 11 月 25 日から施行されることに伴い、①家畜共済の

病傷事故給付基準（平成 19 年 3 月 23 日付け 18 経営第 7622 号農林水

産省経営局長通知）及び②家畜共済における抗菌性物質の使用指針（平

成 21 年 3 月 30 日付け 20 経営第 6633 号農林水産省経営局長通知）の

一部を改正した旨、連絡されたものです。 

 

 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 駒田 

TEL  03－3475－1601 
















